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　Sport Policy for Japan は今回で５回目となり、記念すべき年に代表幹事を務めさせていただきまし

た。他大学のメンバーや笹川スポーツ財団様のお力添えの下、今大会が成功いたしました。ご協力い

ただいた皆様に心より感謝いたします。

　さて、今大会は 19 大学 39 チームが参加しました。そして今大会から、新たに部門が「実現性部門」

と「独創性部門」に分かれました。受賞のチャンスが増えるとのことで参加メンバーのやる気向上だ

けでなく、審査の公平性を持たせる新たな取り組みです。結果として、良かったという声と改善して

ほしいという声をいただきました。良かった点は残しつつさらに伸ばし、改善すべき点は今後につな

がるようにしていきたいと思います。また、幹事会の中でも課題が見つかったので来年につながる足

跡となったのではないでしょうか。

　私は今回代表幹事として、全体のまとめ役や挨拶、インターネットテレビへの出演等、貴重な体験

をさせていただきました。このようなすばらしいチャンスを用意してくださった笹川スポーツ財団様、

今大会を支えてくれた幹事会のメンバー、さらには大会当日に協力していただいた方々に重ねて御礼

申し上げます。本当にありがとうございました。

　このたび、Sport Policy for Japan 2015 が、皆様方のご協力のおかげをもちまして、盛会に開催さ

れました事、厚く御礼申し上げます。

　当財団は、若者たちにスポーツをテーマに世の中について考えてもらいたい、との思いから本事業

を始めました。2011 年から数え、これまで 745 名の学生の皆様にご参加いただいております。今回、

節目の５回目を迎え、新たに多くの大学からご参加をいただきました。本大会を通じて、所属を超え

たつながりをもっていただけたことを大変嬉しく感じております。また研究活動と並行して、開催に

向け準備をしてこられた幹事会の皆様に感謝の意を表したいと存じます。大会の運営、本当にご苦労

様でした。

　今般、スポーツ庁が設置され、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた動きも活

発化し、日本のスポーツ界は今、大きなうねりの中を進んでいます。このような時代には、次世代を

担う若者の柔軟な発想による大胆な提案が求められます。学生の皆様には本大会での発表にとどまら

ず、更なる研鑽を積み、さまざまな場面で発信していただきたいと思います。

　おわりに、本会の開催にあたり、会場をご提供いただきました東海大学ご関係者の皆様、参加学生

をご指導くださいました教員の皆様、ならびに多大なご支援を賜りました関係者の皆様に対しまして、

心より厚く御礼申し上げます。　

　誠に有難うございました。

Sport Policy for Japan 2015 代表幹事 挨拶
芦谷原 香太　神奈川大学 人間科学部 人間科学科 大竹ゼミ

Sport Policy for Japan 2015 開会にあたり
小野 清子　公益財団法人 笹川スポーツ財団 理事長
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■ Sport Policy for Japan 2015　大会概要■
日　　時：2015 年 11 月 28 日（土）10：30 ～ 17：00　

 11 月 29 日（日）10：00 ～ 17：00
会　　場： 東海大学　高輪キャンパス

 東京都港区高輪２−３− 23 
参加大学： 19 大学　39 チーム　201 名

江戸川大学、桜美林大学、大阪経済大学、大阪体育大学、神奈川大学、札幌大学、
産業能率大学、順天堂大学、尚美学園大学、帝京大学、桐蔭横浜大学、東海大学、
同志社大学、徳島大学、一橋大学、明治大学、立教大学、流通科学大学、早稲田大学

（五十音順）
主　　催： Sport Policy for Japan
  公益財団法人 笹川スポーツ財団
後　　援： スポーツ庁
 公益財団法人 日本オリンピック委員会
 公益財団法人 日本体育協会

■審査員■
岩月 基洋 氏（嘉悦大学 ビジネス創造学部 専任講師）
熊谷 　哲 氏（PHP 総研 主席研究員）
坂田 信久 氏（元 日本テレビ プロデューサー）
鈴木 知幸 氏（日本スポーツ法学会 理事）
町田 　光 氏（日本フラッグフットボール協会 専務理事）
松澤 淳子 氏（早稲田大学スポーツビジネス研究所 招聘研究員）
澁谷 茂樹（笹川スポーツ財団 スポーツ政策研究所主任研究員）
工藤 保子（ 同 副主任研究員）
吉田 智彦（ 同 副主任研究員）
藤原 直幸（ 同 研究員）
武長 理栄（ 同 研究員）
山田 大輔（ 同 研究員）

■当日のプログラム■
11 月 28 日（1 日目）

１．開会式 10：30 ～ 10：50 
２．政策提言発表 11：10 ～ 16：40

11 月 29 日（2 日目）
１．記念講演　佐野 慎輔氏 10：00 ～ 10：30 
２．政策提言発表（独創性部門）決勝プレゼン 10：50 ～ 12：40
３．政策提言発表（実現性部門）決勝プレゼン 14：00 ～ 15：50
４．表彰式・閉会式 16：15 ～ 16：45
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 公益財団法人 笹川スポーツ財団 専務理事 渡邉 一利

　11 月 28 日、29 日の２日間にわたり「Sport Policy for Japan 2015」を無事に開催することが

できました。この場をお借りして、ご指導、ご協力いただきました関係者の皆様に厚く御礼申し

上げます。なかでも、大学の垣根を越えて共同作業に尽力し、大会成功の原動力となった幹事会

メンバーに心より敬意を表します。

　5 回目を迎えた今大会には、新たに、江戸川大学、帝京大学、明治大学、大阪経済大学、流通

科学大学、同志社大学からエントリーがあり、19 大学 39 チーム、201 名が参加しました。全国

各地から参加いただき、発表内容もバラエティに富んだ大会となりました。

　今年もこれまでと同様、東京財団研究員・政策プロデューサーの亀井善太郎様に講師をお務め

いただき、「政策提言とは何か」と題する事前勉強会を開きました。勉強会では、説得力のある

解決策を導くには「なぜそうなのか」を愚直に自ら問い続けることの大切さをお話しいただきま

した。

　今大会は新たな試みとして、「独創性部門」「実現性部門」という２つの部門を設け、財源や実

施計画などに裏打ちされた実効性の高い提言、学生らしいアイディアに富んだ提言、それぞれを

広く求めました。各部門において特色ある提言がなされたものと思います。独創性部門の最優秀

賞には、神奈川大学大竹ゼミナールチーム P「水難事故ゼロを目指して」、実現性部門の最優秀

賞には、立教大学松尾ゼミ「被災地における子どもの運動促進プロジェクト」が輝きました。また、

残念ながら各賞の選には漏れたものの、わが国のスポーツが抱える課題・問題点に対し、興味深

い提言につなげている発表も多くみられました。達成感や満足感を得られたチームばかりではな

いかもしれません。しかしながら、参加した一人ひとりが、多くの気づき・学びを得たことと思

います。

　当財団では、Sport Policy for Japan を通じて、わが国のスポーツ振興の未来を担う人材の育成、

スポーツ政策に関する議論の喚起に寄与したいと考えております。参加いただいた皆様からは、

回を重ねるごとに良い大会のありかたに向けたご助言をいただいております。皆様のご指導、ご

助言に支えられながら、少しでも多くの方々に本大会が目指す理念にご賛同いただけるよう、わ

たくしたちも努力を続けてまいります。

　最後に、参加学生をご指導されました担当教員の皆様、また会場をご提供いただきました東海

大学関係者の皆様、興味深いご講演をしていただきました佐野慎輔様にあらためて御礼申し上げ

ます。

大会総括
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■幹事会メンバー一覧■氏　名 大　学 学　部   氏　名 大　学 学　部

代表幹事 — —————————————————————————————————————
氏　　名 所　　　属

芦谷原 香太 神奈川大学 人間科学部

副代表幹事 — ————————————————————————————————————
氏　　名 所　　　属 担　当

伊東 歩友夢 尚美学園大学 総合政策学部 製作物 担当
篠 田　 清 東海大学 体育学部 運　営 担当
宗形 直緒人 桜美林大学 健康福祉学群 広　報 担当

幹　事 — ——————————————————————————————————————
氏　　名 所　　　属 担　当

石 橋 　 孟 流通科学大学 サービス産業学部 運 営 班
上 田 至 海 順天堂大学 スポーツ健康科学部 製作物班
江 原 昂 平 早稲田大学 スポーツ科学部 運 営 班
奥 田 貴 規 早稲田大学 スポーツ科学部 製作物班
小 原 駿 介 大阪経済大学 人間科学部 運 営 班
香 川 恭 兵 明治大学 政治経済学部 広 報 班
柄 沢 智 子 一橋大学 商学部 製作物班
刈 屋 優 菜 帝京大学 経済学部 広 報 班
川原林 拓斗 大阪体育大学 体育学部 運 営 班
熊 坂 春 子 立教大学 コミュニティ福祉学部 運 営 班
小 菅 修 斗 神奈川大学 人間科学部 製作物班
五 島 　 渉 同志社大学 スポーツ健康科学学部 運 営 班
斉 藤 有 紀 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学部 広 報 班
坂 本 直 也 徳島大学 総合科学部 運 営 班
鹿 野 悠 佳 産業能率大学 情報マネジメント学部 製作物班
篠 田 勘 太 朗 東海大学 体育学部 運 営 班
杉 本 将 樹 同志社大学 スポーツ健康科学学部 運 営 班
高 田 拓 人 同志社大学 スポーツ健康科学学部 運 営 班
高 橋 泰 貴 札幌大学 文化学部 運 営 班
田 中 佑 佳 大阪経済大学 人間科学部 運 営 班
土 江 直 人 流通科学大学 サービス産業学部 運 営 班
花 島 健 也 江戸川大学 社会学部 運 営 班
馬場 理都子 一橋大学 商学部 製作物班
樋 口 史 奈 神奈川大学 人間科学部 製作物班
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平 松　 純 順天堂大学 スポーツ健康科学部 製作物班
藤 井 快 大 大阪経済大学 人間科学部 運 営 班
武 藤 博 和 帝京大学 経済学部 広 報 班
望 月 真 結 東海大学 体育学部 運 営 班
安田 あとり 神奈川大学 人間科学部 広 報 班
梁 瀬 雄 大 帝京大学 経済学部 運 営 班
山 下 博 幸 大阪体育大学 体育学部 運 営 班
吉 野 翔 太 早稲田大学 スポーツ科学部 運 営 班
李　 松 河 早稲田大学 スポーツ科学部 広 報 班
和 田 華 澄 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学部 運 営 班
和 田 真 吾 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学部 運 営 班

     

■指導教員一覧■
氏　　名 所　　　属

相 原 正 道 大阪経済大学 人間科学部
江 頭 満 正 尚美学園大学 総合政策学部
大 竹 弘 和 神奈川大学 人間科学部
大 津 克 哉 東海大学 体育学部
大 山　 高 帝京大学 経済学部
岡 本 純 也 一橋大学 商学部
小野田 哲弥 産業能率大学 情報マネジメント学部
川 上 祐 司 帝京大学 経済学部
工 藤 康 宏 順天堂大学 スポーツ健康科学部
小 林　 至 江戸川大学 社会学部
澤 井 和 彦 桜美林大学 健康福祉学群
庄 子 博 人 同志社大学 スポーツ健康科学部
高 峰　 修 明治大学 政治経済学部
田 中 宏 和 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学部
束 原 文 郎 札幌大学 地域共創学群
冨 山 浩 三 大阪体育大学 体育学部
萩 裕 美 子 東海大学 体育学部
松 尾 哲 矢 立教大学 コミュニティ福祉学部
間 野 義 之 早稲田大学 スポーツ科学学術院
武 藤 泰 明 早稲田大学 スポーツ科学学術院
山 口 志 郎 流通科学大学 人間社会学部
行 實 鉄 平 徳島大学 総合科学部
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■研究タイトル一覧■
【独創性部門】

 大阪経済大学　相原ゼミ C チーム 
　大阪府スポーツ推進計画 ～大阪スポーツ王国の創造～ 大阪府のグランド（運動施設）の活用方法に関するご提案

 大阪体育大学　冨山ゼミ２  
　四国アイランドリーグ ～球場のエンターテイメント化～

 神奈川大学　大竹ゼミナールチーム P 
　水難事故ゼロを目指して

 尚美学園大学　江頭ゼミ 
　2050 年までに日本代表が W 杯で優勝するために ― 大学サッカー改造計画 ―

 桐蔭横浜大学　田中ゼミチーム K 
　子供の運動離れを止めよう ～アプリでたっぷり運動～

 東海大学　萩ゼミ A 
　大学スポーツ活性化プロジェクトが及ぼす好循環 ― 東海大学をモデルに ―

 東海大学　萩ゼミ B 
　次世代スポーツの「三間」解決に向けて

 同志社大学　スポーツビジネス C 
　スポーツで街を豊かに

 明治大学　高峰ゼミ 
　学生スポーツ界における理不尽な伝統的慣習の構造

 流通科学大学　山口ゼミ 
　スポーツユートピア

 早稲田大学　武藤研究室 B 
　部活動廃止案  ― 総合型地域スポーツクラブの発展を目指して ―

【実現性部門】
 江戸川大学　小林ゼミ  
　高齢者スポーツ実施率向上で皆が幸せに

 桜美林大学 澤井ゼミ 
　団地高齢者を対象としたコミュニティ活性化プログラムの実施

 大阪経済大学　相原ゼミ A  
　大阪府の児童を対象とした体育授業以外での運動実施率向上策

 大阪経済大学　相原ゼミ B チーム 
　大学生の運動参加率向上プラン ～モデル大経大～

 大阪体育大学　冨山ゼミ１ 
　総合型クラブによるセーフコミュニティへの貢献

 神奈川大学　大竹ゼミチーム C 
　貧困の子どもにスポーツの機会を

 神奈川大学　大竹ゼミチームＪ 
　生涯自転車 ～誰もが生涯にわたって自転車を利用する社会へ～

 神奈川大学　大竹ゼミチーム S 
　運動しない小学生をゼロに！ ～体力二極化問題の解決に向けて放課後の過ごし方改革～
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 札幌大学　束原ゼミ 
　札幌オリンピック・パラリンピック招致に向けて

 産業能率大学　小野田哲弥ゼミ 
　健康寿命世界一にっぽん

 順天堂大学　工藤ゼミナールＡ 
　小学生へのストレスマネジメント教育 ～生活を豊かにするために～

 順天堂大学　工藤ゼミナール B 
　大学スポーツの未来をつくる ～組織改革の観点から～

 帝京大学　大山ゼミ A 
　SNS を使用した広報戦略は大学スポーツにおいて有効であるか ～帝京大学ラグビー部を事例に～

 帝京大学　大山ゼミ B 
　J リーグクラブと地域貢献活動に関する実証研究 ～新しい価値のホームタウン活動の提案～

 帝京大学　川上ゼミ 
　ダンスと風俗営業法 ～ダンス文化をもっと拡めるために～

 桐蔭横浜大学　田中ゼミチーム H 
　スポーツのきっかけづくり

 桐蔭横浜大学　田中ゼミチーム T 
　目クササイズ

 東海大学　大津ゼミ 
　東京オリンピック ･ パラリンピック開催と大学連携事業に関する一考察 ― 大学施設の有効活用について ―

 同志社大学　スポーツビジネス A 
　見せるスポーツからみせるスポーツへ ― 女性ファン増加に向けた取り組み ―

 同志社大学　スポーツビジネス B 
　日本バスケ新リーグにおける市場拡大

 徳島大学　ウェルネスコース 
　ゆるスポーツで世界を変える

 一橋大学　岡本純也ゼミ A 
　会社内組分け制度 ― 自分の組に誇りを ―

 一橋大学　岡本純也ゼミナール B 
　LGBT フレンドリーな職場環境づくり ～ 2020 年オリンピックを契機に～

 立教大学　松尾ゼミ 
　被災地における子どもの運動促進プロジェクト

 流通科学大学　山口ゼミ B 
　ラグビー人気復活の奇跡 2019 ～神戸からオールジャパン～

 早稲田大学　間野義之ゼミ 

　スポーツによる地方創生  ― FC 今治をケーススタディーとして ―

 早稲田大学　武藤泰明研究室 C 
　運動部活動外部指導者導入促進に向けての施策 ― 全国共通の学校運動部活動外部指導者バンクの構築・運用によって ―

 早稲田大学　武藤ゼミ A 
　「する」パラリンピック― 被災地支援と連携したイメージ改革 ―
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記念講演

 産経新聞社 特別記者兼論説委員
 笹川スポーツ財団理事 佐野 慎輔氏

　1964 年東京大会はアジアで初めて行われたオリンピックでした。また冒頭、ご覧いただいた市川崑

監督の映画「東京オリンピック」が描いたように、第二次世界大戦の敗戦国である日本が、世界各国

に復興を果たしたことをアピールする象徴的な大会でもありました。

　東京オリンピックの財政規模ですが、1 兆円にものぼる国家事業でした。当時の国家予算が 3 兆 2,554

億円でしたから、およそ 3 分の 1 にあたる金額をオリンピックに投じたことになります。このオリン

ピックを機に、さまざまな社会インフラも飛躍的に発展しました。このインフラ整備の中で、一番大

きいものが東海道新幹線でした。その他にも首都高速道路や地下鉄、さらには上下水道もきちんと整

備されました。つまり 1964 年の大会では、目に見えるような形、ハード面でのレガシーを残すこと

ができたのです。

　では、2020 年はどんな大会になるでしょうか。1964 年は今ほど申したとおり、高度成長期におけ

る大会でした。その反対に 2020 年は、経済成長とはあまりリンクしない大会になるはずです。むしろ、

都市機能というのは東京に限っていえば、ものすごく整備されています。そして、日本はすでに先進

国です。世界をリードするような立場にいる国なのです。

　いわゆる成熟した社会、それが今の日本です。今度のオリンピックの難しさは、成熟した都市で行

う競技大会であるということもできます。

　では、成熟した社会で何を残していけばいいのでしょうか。新幹線や首都高速道路ではない何かを

残せるのか。東京は、2020 年で新たな成熟型の開催都市モデルをつくらなければなりません。

　そこで特に大事になってくるのが、パラリンピックだと思います。日本はパラリンピックを過去 2

回開催しています。1964 年東京大会、1998 年長野大会、そして 2020 年が 3 回目となります。複数回

開催する都市は東京が初めてです。

　ただし、パラリンピックについては、1964 年の大会では、ほとんど知られていません。

　私たちメディアの扱いも決して大きくなかったのです。まだ障害者の方が外に出てスポーツをする

ということが、考えられない時代だったからです。日本における変化は、1998 年の長野大会でした。

新聞報道も社会面からスポーツ面へ、大きく扱われるようになりました。2020 年は、それをさらに深

めていって、いわゆる政策として今後何を残していくかが問われています。

　1964 年の東京大会は開発型で、そして国威発揚型でした。2008 年北京大会や、来年行われるリオ

デジャネイロもそうです。さらに言えば、1988 年ソウル大会もそうでした。みんな「国威発揚型」だっ

たのです。オリンピックとは、国力を世界に示すための手段であると考えられていました。しかしな

がら今度のオリンピック・パラリンピックはそれとは違う、いわば心のレガシー、目に見えないレガ

シーを残していくことが求められます。
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　今、「共生社会」という言葉がしばしば聞かれます。簡単に言えば、健常者と障害を持つ方が一緒

に暮らす社会です。

　たとえば、この教室には階段があります。車いすの方は、そこを上り下りすることができません。

フラットな入口から入って行って、一番前に座るしかありません。しかしこの階段教室をスロープつ

きの教室に変えれば、車いすの方も安心して移動できます。新国立競技場のデザインにも、このよう

な考えは生かされるべきだと思います。車いすの方と健常者が一緒に観戦できるスタジアムは、どう

いうものにすべきなのか。これから 2020 年に向けて、ぜひ皆さんにも、政策を考えていただきたい

と思います。

　さて、ここまでは、「オリンピックの歴史」ということで話を進めてきましたが、次に、もう一つ

のお話をします。

　ここにいる皆さんは、スポーツにずっと携わってこられた方ばかりだと思いますが、大学を卒業さ

れてスポーツに関係ない企業に就職されたりすると、少しずつスポーツの世界から離れてしまうかも

しれません。でも、そうあってほしくないと思うのです。ぜひ、スポーツと共に生きていってほしい。

そのように思います。

　今、日本のスポーツ界の主要組織のトップには、オリンピアンの方が多く就かれています。

　文部科学大臣の馳浩さんは、1984 年ロサンゼルス大会のレスリングの日本代表でした。スポーツ庁

長官の鈴木大地さんは 1988 年ソウル大会の水泳競技の金メダリストです。それから、日本バスケッ

トボール協会会長の川淵三郎さんは 1964 年東京大会のサッカー日本代表です。そして、今大会のお

手伝いをしている笹川スポーツ財団の理事長である小野清子さんは 1960 年ローマ大会と 1964 年東京

大会の体操の選手です。皆さん、それぞれスポーツに打ち込まれてきた方です。彼らが今でもスポー

ツの世界と関わりを持っているのは、オリンピアンだったからではありません。学生時代からスポー

ツに親しみ、スポーツに対する愛情を変わることなく、ずっと持ち続けていたからなのです。

　ですから皆さんも社会人になられてからも、スポーツを好きでいてください。スポーツに携わり続

けてください。心からそう願います。

　2020 年は皆さんが今考えていることを実践するいい機会になると思います。そして 50 年後に自分

たちが考えていたことがどうなっているのか、そちらの検証にも期待しています。

　最後に本日お話ししたことを、簡単にまとめるなら次のような言葉で表されるのではないかと思い

ます。

　「歴史を踏まえれば見えてくるものもある。スポーツ政策に過去からの視点は欠かせない」

　そしてそのような視点が次の新しい政策を生みだしていくのです。

　皆さんは 2020 年を目指して、あるいは 2020 年以降を目指して、さまざまな政策を考えておられる

と思います。そこにぜひ歴史を踏まえた上での検証を付け加えていただきたい。そしてそれをさらに

次世代につなげていくことを、皆さんには続けていっていただきたいと思います。このように願いま

して、私の講演といたします。本日はどうもありがとうございました。
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Sport Policy for Japan 2015  当日の様子

開 会 式 2015 年 11月 28日（土）

分 科 会 2015 年 11月 28日（土）
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記念講演 2015 年 11月 29日（日）

決勝プレゼンテーション 2015 年 11月 29日（日）
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Sport Policy for Japan 2015 独創性部門 最優秀賞

神奈川大学
大竹ゼミナールチーム P

水難事故ゼロを目指して

受賞コメント

小菅 修斗
今回最優秀賞をいただくことができて大変うれしく思います。この賞を受け取るにあたって、熱心に指導し
てくださった大竹先生や今宿先生、お忙しい中お話をお聞かせくださった辻駒代表や高畑さん、今回このよ
うな機会を与えてくださった SPJ 事務局の方々や東海大学のみなさん、当日までの準備から当日の運営ま
でお世話してくださった幹事会メンバーの方々、当日審査し、ご指導いただいた審査員の方々、応援に駆け
付けてくれたゼミのみんな、そして、これまで楽しいことや辛いことを乗り越えてきたチームのみんなに心
から感謝申し上げます。ありがとうございました。

中本 実香子
この度は、独創性部門において最優秀賞をいただくことができ、大変嬉しく思います。一方で、他チームの
プレゼンに心動かされ、自分たちの未熟さを痛感しました。SPJ を通して、他大学の素晴らしい仲間に刺激
をもらったことは、一生の財産となるに違いありません。この経験を無駄にせず、堂々と社会に出ていける
よう、日々努力して参ります。最後に、大会の開催に関与してくださった、全ての皆様に心からの感謝を申
し上げます。

麻尾 紗希
この度、最優秀賞を頂けたことを大変嬉しく思います。大勢の方々の前で緊張する中、研究の成果を伝える
という貴重な経験は自分を成長させてくれました。そして他大学の素晴らしい発表や審査員の方々のご指摘
から多くの学びや社会への関心を得ることができました。今後の研究を進める際や社会に出たときに役立て
ていきたいと思います。最後にこの様な機会を与えてくださった笹川スポーツ財団の皆様をはじめ多くの
方々に心から感謝申し上げます。

竹村 美穂
本大会において最優秀賞という素晴らしい賞をいただけて、大変嬉しく思います。このような賞を頂けたの
も、ゼミの仲間 1 人 1 人が最後まで一生懸命取り組んできた結果だと感じています。大会を通じて自分自身
の成長を実感することができ、また、大勢の前で発表するという貴重な経験を積むことができました。この
ような機会をくださった笹川スポーツ財団様や幹事会をはじめとする Sport Policy for Japan に関わったす
べての方々に心より感謝申し上げます。

朝倉 健太
本大会に向けて、メンバー 1 人 1 人が社会問題に真剣に向き合い、「日本の現状を変えたい」と言う強い気
持ちから 1 つの政策提言が生まれました。しかし、世の中を変える事の難しさに気づき、皆の気持ちがばら
ばらになりかけていました。そんな時に班員の一人が「提言は 1 人、2 人で考えるものではない、みんなで
やろう」と声を出し、チームが 1 つになったことで今回の結果に結びついたと思います。後輩の皆さんも仲
間と力を合わせ 1 つの提言を突き詰めていってください。最後に、今大会の関係者全ての方々に深く感謝申
し上げます。
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Sport Policy for Japan 2015 独創性部門 優秀賞

大阪経済大学
相原ゼミ C チーム

大阪府スポーツ推進計画
～大阪スポーツ王国の創造～

大阪府のグランド（運動施設）の
活用方法に関するご提案

受賞コメント

占部 修平
この度、Sport Policy for Japan 独創性部門において優秀賞を頂き光栄に思います。たくさんチームの皆と
議論した成果が現れ嬉しく思います。その中でも発表当日、発表の直前までよりいい発表を作ろうと話し合っ
たのが印象的です。また指導教官の相原先生をはじめ、共に競い合ったゼミの仲間たち、その他本研究に関
わっていただいた全ての方々のお陰でこのような賞を頂けたと思っています。この場をお借りして感謝申し
上げます。

田中 佑佳
今回、優秀賞という光栄な賞をいただき大変嬉しく思います。共に試行錯誤を繰り返してきたメンバー、先
生のおかげです。
またこの大会に参加でき、他大学の仲間と出会い、お互いにプレゼンテーションをし合うことでとても刺激
を受けました。このような素晴らしい経験を後輩達にも受け継いでいきたいと思います。
最後に大会を開催するにあたって関わられた方々、チームのメンバー、先生、様々な方に感謝申し上げます。

横山 雄大郎
この度、Sport Policy for Japan 2015 において優秀賞を頂けたことを、非常に嬉しく思います。また、大勢
の人前でプレゼンテーションを行うなど、自分にとって初めてのことが多く、大変貴重な経験となりました。
審査員の方や参加学生の方からのご質問は鋭いものがあり、今後の課題が明確となりました。今回、優秀賞
を頂けたことは今まで一緒に取り組んだ仲間、指導していただいた相原先生のおかげであり感謝したいです。
最後に笹川スポーツ財団、幹事会の皆様をはじめとする大会関係者のみなさまに深く感謝を申し上げます。

山本 愛巳
Sport Policy for Japan 2015 において優秀賞を頂けたことを大変光栄に思います。大阪経済大学としては初
の参加で不安や緊張することもありましたが相原先生のご指導とゼミメンバーの支えがあったので最後まで
やり遂げることができたと思います。
このような貴重な経験をこれからも生かせていけるよう日々チャレンジ精神を忘れず色々なことに取り組
んでいきたいと思います。最後となりますが Sport Policy for Japan に関わった方々に心より感謝申し上
げます。

松田 優介
Sport Policy for Japan 2015 において優秀賞という素晴らしい賞をいただけたことを大変嬉しく思います。
大阪経済大学からは今回が初出場だったのでほとんどが手探りの状態で準備をしていくのに困難でした。ま
た、決勝プレゼンでは選ばれるとは思っておらず、緊張でうまくいきませんでした。しかし、このような賞
を受賞できたのもアンケート、インタビューに協力してくださった皆さん、プレゼンなどに多くの助言をし
ていただいた相原先生のおかげだと思っております。最後まで一緒にやってきたゼミのみんなに感謝します。
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Sport Policy for Japan 2015 独創性部門 優秀賞

大阪体育大学
冨山ゼミ 2

四国アイランドリーグ
～球場のエンターテイメント化～

受賞コメント

川原林 拓斗
Sport Policy for Japan 2015では、決勝に進むことができ優秀賞という名誉ある賞を頂き、大変嬉しく思います。さらに、
幹事会などでの他大学との交流によりたくさんの大切な仲間ができたことは、私の今後の人生の糧になります。この
ような場を提供してくださった笹川スポーツ財団の皆様、大会準備に関わった幹事会のみんな、数々の助言をしてく
ださった冨山先生や先輩の方々。そして、最後まで頑張ってくれたメンバーのみんな。本当にありがとうございました。

久高 平次
今回の SPJ では様々な大学の学生さんたちや、各分野でご活躍される審査員の方々などと貴重な交流をさせていた
だき、とてもいい経験になりました。質疑応答の場面ではさまざまな意見・疑問をいただき、違った角度からモノを
とらえるその姿勢に圧倒され、多くの経験値を得たと思います。プレゼンを作り上げていく段階ではたくさんの苦労
や討論がありましたが、ゼミとして取り組んだことが優秀賞という形で評価され大変うれしく思います。

松本 紗永子
実際にインターンで経験し、全員で何度も模索し、努力し、優秀賞という素晴らしい賞を受賞できたことをたいへん
嬉しく思います。大勢の人の前でプレゼンをしたこともなく、SPJ という大会もあまり分からないまま本番を迎えま
したが、他大学のプレゼンを聞き、多くのことを学ぶことができました。SPJ で経験したことを今後の大学生活に活
かし、社会に向けて頑張りたいです。毎日昼休みに集まったかいがあった！ありがとうございました。

原田 真司
この度は優秀賞ということで私たちも予想していなかった賞を取れたということで本当に嬉しく思います。私たち
のインターンの経験とそこで学んだことを生かして球場のエンターテイメント化という題で行ったのですが実際問
題、今の日本の現状では困難だと私自身思っています。しかし、私たちの提言が実行されたとしたら今後の日本の
スポーツに対する見方が変わりもっと興味深いものとなるのではないかと考えます。この SPJ での発表を今後の活
動に生かしていきたいと思います。

久保 璃子
今回この大会に参加させていただくにあたって、長い時間をかけて準備したので優秀賞という素晴らしい賞をいただ
いて光栄です。四国アイランドリーグの球場のエンターテイメント化ということでインターンシップでの経験を活か
すことができ、よかったと思います。実際、インターンシップ中にもホームゲームにおいてイベントの企画などをさ
せていただいたので、案はたくさんでてきていましたが、いざ実現させたいと考えた時に厳しいと思う部分がたくさ
んありました。しかし、今回の大会で私たちのゼミが考えた案をまた練り直し、少しでも実現の方向に向かっていく
ことを願っています。

水野 雄斗
準備の段階でとても時間がかかり本当に大丈夫か心配でしたが、優秀賞という素晴らしい評価をいただき本当に嬉し
く思います。自分のインターンでの経験が役に立ち、経験することの大切さを改めて気付きました。今回意見してい
ただいたことや指摘していただいたことなどをもとにより良いプロジェクトができるよう努力したいと思います。最
後まで頑張ってくれたメンバーやよく助言を頂いた冨山先生には本当に感謝しています。ありがとうございました。
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Sport Policy for Japan 2015 実現性部門 最優秀賞

立教大学
松尾ゼミ

被災地における子どもの
運動促進プロジェクト

受賞コメント

熊坂 春子
この度最優秀賞を頂き、大変光栄に思います。半年間の成果が最優秀賞という素晴らしい形で評価して頂け
たことを嬉しく思います。私たちの研究は、共に研究したメンバー、アドバイスをくださった院生や OB の
先輩方、現地調査にご協力頂いた方々、そしてお忙しい中で御指導してくださった松尾先生と、様々な協力
を経てできたものだと思います。また、御尽力くださった笹川スポーツ財団、幹事会、審査員の皆様、そし
て東海大学の方々、関係者の方々へ心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

糸瀬 裕子
この度は最優秀賞を頂くことができ、とても光栄に思っています。喜びと同時に驚きの気持ちでいっぱいで
す。お忙しい中でご指導して下さった松尾先生、アドバイスを下さった院生や OB の先輩方、そして 3 人の
メンバーのおかげで素晴らしい賞を頂くことができたと感じています。また、今大会のためにご尽力して下
さった笹川スポーツ財団様、審査員の皆様、幹事会の皆様、関係者の皆様に感謝申し上げます。本当にあり
がとうございました。

西 智史
この度は、最優秀賞という素晴らしい賞をいただき、大変嬉しく思っております。
参加するにあたり、準備や調査で苦労を重ねてきましたが、チームの仲間や指導教員の松尾先生、OB・OG
や大学院生、そして調査に協力してくださった方々のおかげで受賞できたと思っています。SPJ を通して様々
な考えを学び、貴重な経験もできて、とても有意義な時間となりました。最後に、大会運営にあたり尽力し
てくださった笹川スポ―ツ財団様、審査員の皆様、幹事会の皆様に深く感謝申し上げます。

加藤 森
1 日目の発表でもかなり緊張しましたが、決勝プレゼンでは、今まで一度も経験したことないぐらい非常
に多くの方々の前で発表するだけあって、これまでの人生の中で 2 番目に緊張した時でした。良い経験に
なったと思います。自分は不真面目なのでメンバーに何度も迷惑かけましたが、最後に最も名誉ある賞を
頂けて、とても嬉しく思います。



Sport Policy for Japan 2015

— 16 —

Sport Policy for Japan 2015 実現性部門 優秀賞

神奈川大学
大竹ゼミチーム J

生涯自転車
～誰もが生涯にわたって

自転車を利用する社会へ～

受賞コメント

安田 あとり
優秀賞という素晴らしい評価をいただけたことを、本当に嬉しく思っております。チームの代表として、多
くのことを学び、感じ、成長し、なにより楽しみ、充実した時間でした。チームの仲間、指導してくださっ
た先生、研究に協力していただいた方々、SPJ の運営幹事のみなさん、笹川スポーツ財団のみなさん、多く
の方に感謝をいたします。ありがとうございました。今後も学びの姿勢を忘れず日々成長していきたいと思
います。

地挽 圭祐
第 5 回 Sport Policy for Japan に参加させて頂くにあたって、貴重な経験をすることが出来ました。他愛も
ない会話から始まった研究でしたが、終わってみれば優秀賞という立派な賞を頂けたことに驚きつつも、満
足感でいっぱいです。また、このメンバーで本当によかったなと実感しております。常に笑い合いながら過
ごした、この半年間はかけがえのない経験となりました。笹川スポーツ財団の方々、幹事会をはじめとする
関係者の皆様に感謝申し上げます。

大津 杏奈
Sport Policy for Japan という大会で、自転車をテーマとし、優秀賞を受賞することができたことに驚きと
喜びを感じています。私たちがこのような賞を頂けたのは、先生方やインタビュー調査に協力していただい
た方々のおかげです。日常の些細な不満から、多くの人に評価していただける政策提言ができ、自信につな
がりました。このような場を提供してくださった笹川スポーツ財団の皆様や幹事会の皆様、大会に関わった
全ての方に感謝いたします。

佐藤 美紗
第 5 回 Sport Policy for Japan 2015 実現性部門において、優秀賞という素晴らしい賞を頂けたことを大変
嬉しく思っております。私自身、SPJ を通して大きく成長することが出来ました。大会まで一緒に頑張っ
てきたチームの仲間、指導して下さった大竹先生、今宿先生、笹川スポーツ財団様、審査員の皆様、SPJ
に関わった全ての方に深く感謝申し上げます。今回の政策の実現に向けて、今後も更なる研究をしていき
たいです。

内田 周作
この度は優秀賞という名誉ある賞を頂戴し、感謝と喜びの気持ちで一杯です。私たちがこのような喜びを得
ることができたのは、よき先生、先輩のご指導とよきチームに恵まれたことです。本研究では様々な困難に
直面しましたが、多くの方々の助言もあり乗り越えることができました。本研究に携わって頂いた皆様、こ
のような機会を与えてくださいました笹川スポーツ財団様、審査員の皆様には心から深く感謝申し上げます。
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Sport Policy for Japan 2015 実現性部門 優秀賞

徳島大学
ウェルネスコース

ゆるスポーツで世界を変える

受賞コメント

坂本 直也
この度は第 5 回 Sprot Policy for Japan 2015 において優秀賞を頂けたことを大変嬉しく思います。受賞する
に当たり、大会を運営してくださった笹川スポーツ財団の皆様、幹事会の皆様、そして指導してくださった
行實先生、「OUR 合戦」製作に協力してくださった皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。私たちは 2 年連続
で出場させていただきました。これからも地方大学の参加が増え、もっと盛り上がりよりよい大会になるこ
とを願っています。

川口 新
優秀賞という立派な賞を頂くことができ、光栄に思います。また、私達が開発したゆるスポーツが受け入れ
てもらえたことも大変嬉しく思います。これからはこの「OUR 合戦」が新たなスポーツとしてより多くの
方に知ってもらえるよう努力していきます。最後に、ここまで来れたのは、指導教員の行實先生を始め、去
年出場した先輩方や、学外からご支援いただいたたくさんの方々のお陰です。本当にありがとうございまし
た。

池田 瑞姫
まず、貴重な機会をくださった笹川スポーツ財団の皆様、ご指導くださった行實先生、実践・調査にご協力
いただいた皆様、そして 2 日間切磋琢磨し合った皆様に深く感謝申し上げます。大会を振り返ってみて創り
上げてきた過程が、出会った方々が、何よりもの財産であると感じています。大会はここで終わりではなく
ここから始まり、どのように拡げていくのかが重要であると考えています。更に大きくなった想いを大切に
今後も前進していく所存です。

豊田 真実
Sprot Policy for Japan 2015 において優秀賞を頂けたこと、大変光栄に思います。スポーツの楽しさを多
くの人に知ってもらいたい、という私たちの想いを今回の発表で伝えることができていれば幸いです。指
導して頂いた行實先生、笹川スポーツ財団様、審査員の皆様、幹事会の皆様、Sprot Policy for Japan 2015
に関わった全ての皆様に感謝致します。本当にありがとうございました。
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Sport Policy for Japan 2015 特別賞

産業能率大学 小野田哲弥ゼミ

順天堂大学 工藤ゼミナール B

帝京大学 大山ゼミ A

健康寿命世界一にっぽん

大学スポーツの未来をつくる
～組織改革の観点から～

SNS を使用した広報戦略は
大学スポーツにおいて有効であるか
～帝京大学ラグビー部を事例に～

受賞コメント

受賞コメント

受賞コメント

この度は特別賞に選んで頂き、ありがとうございます。私たち
は研究を通じ、生涯スポーツと健康との関連性を、様々な角度
から学ぶことができました。また大会では、異なる視点を持っ
た優れた発表の数々に触れることができ、大変勉強になりまし
た。SPJ2015 で得た刺激や貴重な経験を、改めて振り返り、今
後に活かしていきたいと思います。最後に、小野田先生をはじめ、
ご指導頂いた先生方、調査にご協力頂いた皆様、そしてなによ
りこのような機会を与えて下さいました笹川スポーツ財団の皆
様に心より感謝申し上げます。

この度、特別賞を頂けたことを大変光栄に思います。このよう
な賞を獲得できたのは、多くの方からのご指導を頂けたからで
す。本当にありがとうございます。また、これまでの活動で共
に高め合ってきたゼミの仲間たちとはこの特別賞受賞の喜びを
分かち合いたいと思います。
今回、日本のスポーツというスケールの大きいことについて大
学生の内に考える機会を与えて下さった笹川スポーツ財団の皆
様、各大学の幹事の皆様には心より感謝申し上げます。

特別賞をいただき大変光栄に思います。
1 月からラグビー観戦者調査を行い、そこから分析、調査、検
証の繰り返しをしてきました。長い期間ではありましたが、成
長できたなと実感しております。大山先生初め、ご指導くださっ
た皆様、そしてゼミの仲間たち、支えてくれた家族、皆様にこ
の場を借りてお礼申し上げます。そしてこのような機会を設け
てくださった笹川スポーツ財団の皆様にもお礼申し上げます。
今後もこの発表内容を更に深めるために、研究を重ねていく所
存です。ありがとうございました。
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桐蔭横浜大学 田中ゼミチーム H

早稲田大学 間野義之ゼミ

早稲田大学 武藤研究室 B

スポーツのきっかけづくり

スポーツによる地方創生
― FC 今治をケーススタディーとして ―

部活動廃止案
― 総合型地域スポーツクラブの発展を目指して ―

受賞コメント

受賞コメント

受賞コメント

この度、特別賞を頂きまして大変光栄に思います。
このような素晴らしい賞を獲得することができたのは、田中先
生のご指導やゼミの先輩や仲間の支えがあったからだと思いま
す。
このような貴重な機会を与えてくださった笹川スポーツ財団の
皆様に心より感謝しております。
本当にありがとうございました。

この度、特別賞を頂けたことを大変嬉しく思います。間野先生
をはじめとした、ゼミ生の皆様のご指導・ご協力のおかげでこ
の賞を受賞することが出来ました。また、調査にご協力頂いた
FC 今治の皆様、長井秀樹様にはこの場を借りて御礼申し上げ
ます。協力し合い、励まし合い、支え合った仲間達と共に、今
大会を通して本当に数多くのことを経験することが出来ました。
今後の勉学に活かしていきたいと思います。最後に、このよう
な発表の機会を与えてくださった笹川スポーツ財団の皆様に心
より感謝申し上げます。本当にありがとうございました！

この度は私達の努力が、特別賞という一つの形として評価され
たことを大変光栄に思います。政策提言作成途中は何度も壁に
ぶち当たりました。それでもめげずに、こうして賞をいただけ
たのも、その都度ご指導して頂きました先生、先輩方のおかげ
です。このような実り多い機会を与えてくださった笹川スポー
ツ財団をはじめ、大会運営等協力してくださった皆様に心から
感謝いたします。本当にありがとうございました。

Sport Policy for Japan 2015 特別賞
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独創性部門

最優秀賞

1．緒言
　毎年、夏になると海や河川などの水辺で余暇を楽しむ人が増える。水辺における活動は様々であるが水遊

び、魚とり・釣り、海岸沿いでのランニングなど、海や河川は身体活動の場であるといえる。だが、水辺で

の余暇活動中に水の恐怖や脅威を、身をもって体験したことがある人はどれくらいいるだろうか。班員の中

には今夏、千葉県館山市の布良海岸で、溺れた 30 代男性が意識不明の重体となった事故に遭遇した者がいる。

その経験から改めて水の脅威を感じることができたのだが、実際に事故現場を目の当たりにしない限り現実

味がなかったり、他人事のように感じてしまったりする人が多いのではないだろうか。

2．目的
　規制を強化することによって水難事故を減らすのではなく、水辺の利用者たちが自発的に自助意識を持つ

ための新たな仕組み作りである。水辺の利用者自身が危険を判断し、行動することは重要であり、基本である。

海や河川が豊富に存在する日本だからこそ、国民全員が水に対して関心を持ち、上手く関わりあっていくべ

きである。水難事故に対する意識改革が期待できる教育面において、新たな仕組みを国・自治体に提言する。

3．研究方法
（1） 文献調査：平成 26 年中における水難の概況（警察庁）

 水難事故の現状について年齢層別、場所別、行為別に明らかにした。

（2） 文献調査：平成 26 年度釣り中の事故発生状況（海上保安庁）

 海釣りでの死者・行方不明者の原因やライフジャケット着用の有無を明らかにした。

（3） インタビュー調査：「自然塾光」の辻駒哲司代表（９月７日）

海や河川を熟知し子どもを中心に指導を行っている。子どもの川遊びに多い事故内容に対して行ってい

る取り組みについて伺った。

（4） 事例調査：河川財団、B ＆ G 財団、海外の取り組み事例

 教育の支援、指導、教育の観点から現在行われている取り組みを調査した。

4．調査結果
（1）水難事故の現状

　警察庁生活安全局地域課の統計（平成 27 年６月 18 日）によると水難事故は毎年約 1,500 件発生しており、

○ 小菅　修斗 麻尾　紗希 朝倉　健太
 竹村　美穂 中本実香子

神奈川大学  大竹ゼミナールチーム P

水難事故ゼロを目指して
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横ばいである。そして、水難者の総数に対して死者・行方不明者の割合が約５割と、高いことが特徴である。

　今回取り扱う水難事故は、海や河川などでのレジャー（釣りや水遊び）において、溺死・行方不明または

その寸前で救助された出来事を指す。船舶事故、大雨、高潮、津波等の災害事故は含めない。平成 26 年度の

水難者は 1,491 人であり、うち死者・行方不明者は 740 人である。以下、水難事故での“死者・行方不明者数”

の特徴である。

①年齢層別

18 歳以上の大人・高齢者が全体の 89.6％を占める。

また、高校生（15 ～ 18 歳未満）は 3.0％、中学生以下は 7.5％であった。

②場所別

全体（９割は大人）では海（47.4％）、河川（33.6％）の順に多い。

子ども（中学生以下）だけに着目すると、河川（52.7％）、海（25.5％）の順である。

③行為別

大人では魚とり・釣りが最も多い（約 25.8％）。

子どもは水遊びが過半数を超えている（約 58.2％）。

　以上から、大人の海釣り、子どもの川遊びへのアプローチが必要となる。また、死者・行方不明者の９割

は大人であるため、大人に対するアプローチは急務である。

（2）大人の釣りにおける水難事故の現状

　海上保安庁の統計によると、平成 26 年度の釣り中の事故における死者・行方不明者の原因の 70％は海中

転落であった。海中転落において、場所別では防波堤が最も多く、続いて磯場、岸壁、消波ブロックの順で

ある。そのうちライフジャケットの未着用率は 80％以上で、水難事故に遭う釣り人の多くはライフジャケッ

トを着けていない（図１）。また、同じく統計から、釣り中の水難事故において、ライフジャケット着用者は

未着用者に比べて生存率が約 20％上昇するため、ライフジャケットの着用は必須である。

（3）子どもの川遊びにおける水難事故の現状

　河川財団の統計から、幼児～小学生は河岸から転落して溺れる事故、中学生は遊泳中の事故が多い。そこ

で、海や河川を熟知し子どもを中心に指導を行う「自然塾光」の辻駒哲司代表に、前述した現状に対して行っ

ている取り組みについて伺った。「転落については、ライフジャケットの着用。また、子どもに自分で状況判

断をさせてたくさん失敗させる教育を心掛けている。自然塾光以外にも子どもに自然の中で指導を行う団体

は多数あるが、やはり学校教育の中で、考えさせて失敗させる教育をすべき。」

図 1　発生場所別の海中転落発生状況（平成 17 年～ 26 年）より作成
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　インタビュー結果を受け、学習指導要領を確認した。小学校から高校まで、水泳の授業において水中で楽

しく活動することや４泳法を身につけ、技術向上を図ることなどを目的としているが、いざという時に自分

で自分の命を守るための手段を教えることはなかった。

　野沢（2009）はさいたま市内の小中学生を対象にライフジャケット体験学習を行い、実施前後に認識度や

理解度のアンケート調査を行った結果、「小中学生とも、ライフジャケットに対する認識度や理解度は低く、

学校教育において体験学習する必要があるものと考えられた」「事後調査結果から、ライフジャケット体験学

習は装着法、救助待ち姿勢、必要性などの理解に極めて好ましい影響を及ぼし、児童生徒から学習は役立つ

との評価を得た」「今後、ライフジャケット体験学習は学校教育において推進される必要があるものと考えら

れた」と述べており、子どもの頃からライフジャケットを着用する教育、習慣づけが水難事故をゼロに近づ

ける手段の１つであると考えられる。

（4）事例調査結果

①公益財団法人河川財団

　川や水辺を活用して体験活動を行う学校や市民団体等に対して、子どもたちが安心・安全に川と触れ合

える機会を提供・支援している。国土交通省、文部科学省、環境省との連携により、組織内に設立された

“子どもの水辺のサポートセンター”では、子どもたちの川遊び体験活動の充実を目的としている。具体的

には情報提供、各種講習会・研修会の開催、ライフジャケット等の貸し出しを行っている。

② B ＆ G 財団

　ヨットやカヌーを通じて次代を担う青少年の健全育成と幼児から高齢者まで国民の " 心とからだの健康

づくり " を推進している。海洋センターという、プールと体育館などが複合された施設を各県に１つ以上

おいている。そこでは、プールでカヌー体験、水中ウォーキング教室、などを行っている。また、大人に

対する「水辺の安全教室」の講習は数少ないが行われている。だが、場所はプールで、参加者は消防、自

衛隊、企業の人など一般人はあまりいない。指導者育成では、海洋センターで地域住民に、海洋性レクリエー

ションを指導する人員の育成が行われている。

③ニュージーランドの事例

　ニュージーランド教育省とニュージーランドヨット協会が中心となって「ウォーターワイズプログラム」

を作成。急増する子どもたちの水難事故を減らすため、ヨットやカヌーを通して水と親しみ、安全知識を

身につけることが目的である。1983 年からオークランド周辺地域の小中学校、約 50 校の選択科目の１つ

としてカリキュラムに組み込まれている。その結果、横ばいであった子どもの水難事故の件数は減少傾向

になった。日本では資料などの情報が少なく、本格的に導入している施設や団体がかなり少ない。

　以上の調査結果を受けて、我々は、解決すべき課題は３つあると考えた。

ア．ライフジャケットの認知度の低さや重要性を理解する人が少ない。

イ．「自分で自分の命を守る方法」を教わる機会が大人になると少なくなる。

ウ．水泳の学校体育では命を守るための方法を継続して身につけることができない。
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5．政策提言
　これらの課題から我々は短期的・長期的の２つの側面から提言を行う。

ア．短期的政策：大人の海釣りへのアプローチ（キーワード：ライフジャケット）

①ライフジャケット着用の啓発

　ライフジャケット着用の重要性を理解してもらうため、印象に残りやすい映像で情報周知・啓発を行う。

公益社団法人 ACJAPAN での CM 放映を活用し、水難事故の恐怖、ライフジャケットの重要性を訴える。

また、運転免許センターや教習所など、多くの大人が足を運ぶ場所でも、危険性を周知させる映像の放

映を行う。

②釣り station の設置

　海釣りスポットの近くにライフジャケットがレンタルできる「釣り station」を設置する。そこではフ

ローティングウォッチやベストなど、多種多様なものを置く。

イ．長期的政策：子どもの川遊びへのアプローチ（キーワード：教育）

①水泳授業の指導要領の見直し

　４泳法の習得ではなく、河川で状況判断が出来る能力と技術を指導する。具体的には、着衣泳やライ

フジャケットの使い方、溺れた時の待ち姿勢などである。場所は、プールだけではなく、授業数の四分

の一は河川で実践的な授業を行う。また、ライフジャケットを必須にし、全ての子どもが所持している

状況を作る。

②水辺の安全についての知識を持つ指導者の派遣

　実践的な授業において学校教員だけでは指導力不足であるといえる。そこで、学校と民間企業（河川

財団や B ＆ G 財団など）との連携を行う。あくまでも学校教育における指導者は教員であるため、民間

の指導者はサポートの立場から支援する。

6．まとめ
　水難事故の恐怖を周知させる映像、ライフジャケットが身近なものになるための啓発活動や教育により、

人々は自助意識を持つようになるであろう。今回は環境整備など、ハード面での改善は視野に入れなかったが、

水難事故ゼロを目指すためには必要である。

　今回の政策提言により、水辺における身体活動の場が、より安心で安全なものになることを期待したい。

＜資料・参考文献＞
・平成 26 年中における水難の概況（警察庁）

　http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki/h26_suinan.pdf

・吉田嗣治・谷健二・久保和之・片岡直樹（2003）「ウォーターワイズプログラムの実践」

・野沢巖（2009）「小中学校におけるライフジャケット体験学習についての一考察」
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独創性部門( )
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1．緒言
　現在、我が国における子供の体力低下や少子化、高齢社会の到来等により、スポーツを取り巻く環境は大

きく変化を続けている。政府においては、平成 23 年 8 月に 50 年ぶりに「スポーツ振興法」が改正され、第

27 条において「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利」であることや「障が

い者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、推進されなければならない」とする「スポー

ツ基本法」が制定された。

　このような、これまでには存在しなかった問題に対応し、今後の大阪における生涯スポーツ振興を一層進

めるため、その方策として「大阪府スポーツ推進計画～大阪スポーツ王国の創造～」を策定した。下記表１

において、目標数値に設定し、これらの達成により、大阪スポーツ王国の創造させる（大阪府・大阪府教育

委員会，2012）。

2．大阪府の現状と課題
　昨今、グランドに関する問題として、運動したくても最適なグランドがないことが問題となっている。表

２からもわかるように、大阪府は日本で第３位となる 2,077 施設の多目的運動広場を所有している。このこ

とから、施設環境に問題がないことが言える、それならば、なぜ「大阪府ではスポーツが盛んだと思う府民

出典：大阪府・大阪府教育委員会（2012）「大阪府スポーツ推進計画」

表 1　スポーツ推進計画の目標数値

○ 田中　佑佳 山本　愛巳 青木　花恋 占部　修平
 松田　優介 横山雄大郎

大阪経済大学  相原ゼミ  Ｃチーム

大阪府スポーツ推進計画 〜大阪スポーツ王国の創造〜
大阪府のグランド（運動施設）の活用方法に関するご提案

優 秀 賞
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の割合」が 31％に留まっているのだろう。大阪府の抱える問題は、施設数の問題ではなく、いかに効率よく

活用できるかであると考える。

3．研究目的
　本研究では、「大阪スポーツ王国」が実現するため、表１における「大阪府ではスポーツが盛んだと思う府

民の割合」に注目し、大阪府に対する政策提言することを目的とする。そのため、「大阪府ではスポーツが盛

んだと思う府民の割合」を 50％に増加させるため、「グランド（運動施設）」をいかに効率よく活用できるか

を考察する。

4．調査結果と考察
　私たちは具体的な問題を探るためにアンケートによる定量調査とインタビューによる定性調査を実施した。

4.1　アンケートによる定量調査

　グランドを使用者の問題を知るために大学生～高齢者を対象に 150 人にアンケートを実施。（有効回答 150

枚男性 54％女性 46％ 20 代 57％ 30 代 1％ 40 代 4％ 50 代 22％ 60 代 16％）。アンケートから浮かび上がった

使用者のグランド利用における不便な点は以下の３点である。グランドそのものに問題はなく、不便なのは

予約等の使用までの過程（20 代～ 60 代）、グランド使用と同時に発生する用具費（20 代）、どこにグランド

があるかわからない（60 代）である。

4.2　インタビューによる定性調査

　グランドの貸主の問題を知るため以下のグランド管理者にインタビューを実施した。インタビューから浮

かび上がった貸主のグランドにおける不便な点は２つある。１つ目は、グランドの予約方法が浸透していない。

２つ目は、繁忙期と閑散期の差が激しいこと。

表 2　全国多目的運動広場数

出典：都道府県格付研究（2012）「多目的運動広場の施設数ランキング」



Sport Policy for Japan 2015

— 31 —

4.3　考察

　以上のアンケートによる定量調査とインタビューによる定性調査の結果から、グランドの使用者と貸主で

双方に予約面と稼働状況に問題があることがわかった。グランドを使用者と貸主の双方の問題を解決するた

めに、予約面と稼働状況に着目し考察する。現在のグランドの予約方法は大きく分けて２通りである。直接

グランドに利用状況を確認することと、会員制の予約サイトを用い数ヵ月先に予約をすることである。

　使用者からすれば、各グランドに利用状況を確認することは、グランド利用が億劫になる要因となるだろ

う。会員制予約サイトを使用すれば各グランドに連絡をする手間は省けるが、まだまだ府民に浸透していな

いのが現状である。また、学生の部活動など以外では、数ヵ月先の運動を実施する予定は計画しにくいだろう。

現在のグランドの稼働状況は多くの種目のシーズン期間の夏季は予約で埋まっており効率よく稼働できでい

るが、多くの種目もオフシーズン期間の冬季はほとんど稼働できていないのが現状である。また夏季におい

ても早朝～午前中は完全に稼働できていない場合もある。

５．大阪府に対する政策提言
　予約と稼働状況の課題を解決するサービスを私たちは『グランド TOTTER』と名付ける。『グランド

TOTTER』により「大阪府ではスポーツが盛んだと思う府民の割合」が増加するモデルを提言する。予約面

では飲食業界の無料情報誌をモデルに新たな予約方法を提言する。飲食業界の無料情報誌はだれもが情報に

触れられ、店を「立地」・「使用用途」・「値段」などから検索可能である。今後はグランドに関しても、誰も

がグランドを「立地」・「使用用途」・「値段」などから検索できるようにする。稼働状況では航空券販売業界

をモデルに、グランドの使用料を徐々に日時とともに割引、稼働率を少しでも向上させるものである。また

当日まで予約がない場合は無料開放とする。

日　時 インタビュー先 役　職 担 当 者

8 月 25 日 万博記念競技場 − 吉田勝志 様

8 月 28 日 寝屋川公園 所長 牛牧照雄 様

表 3　インタビュー実施内容

表 4　『グランド TOTTER』の具体図

例）万博記念公園　現在時間 11 月 28 日　午前 10：00

11 月 28 日 11 月 29 日 11 月 30 日 12 月 1 日 12 月 2 日 12 月 3 日 12 月 4 日

午 前 ×
○

2 日前割引
○○円引

○ ×
○

5 日前割引
○○円引

×

午 後
○

当日割引
無料開放

○
前日割引
○○円引

× ○ ×
○

5 日前割引
○○円引

○

クーポン割引率 当日＞前日＞ 2 日前＞ 5 日前
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　大阪府民を３つのステージに分類した。「定期的にグランドを使用」ステージの府民は予約が簡略化するこ

とにより、これまで以上のグランド使用が期待できる。「不定期的にグランドを使用」ステージの府民は割引

サービスにより経済的負担が減り学生層などを中心に利用が増えることが期待できる。「グランド利用はしな

い」ステージはグランドの開放により、少しでもグランドに関心を持つことが期待できる。また運動はしな

い府民にも利用者がおらず、グランドが閉鎖されているよりは開放されていることで大阪のスポーツに対す

るイメージか好転することが期待できる。以上の提言により「大阪府ではスポーツが盛んだと思う府民の割合」

が増加し「大阪スポーツ王国」が実現に近づくことが期待できる。

６．今後の課題
　大阪（関西）は今後、大規模スポーツ国際大会が多く控えている土地である。2019 年には世界三大スポー

ツ祭典にも数えられる「ラグビーワールドカップ」が日本で開催される。2020 年には世界三大スポール祭典

であり世界最大イベントである「オリンピック」が東京で開催される。今後競技以外にも合宿・観光等で各

国の選手・応援団の関西訪問も考えられるだろう。2021 年にはマスターズのオリンピックでもある「ワール

ドマスターズゲームズ」が関西で開催される。このことは大阪（関西）にとってさらなるスポーツ文化の発展・

経済的発展の大きなチャンスであり、このチャンスを逃さぬためにも「大阪スポーツ王国の創造」は不可欠

である。

＜資料・参考文献＞
・大阪府・大阪府教育委員会（2012）「大阪府スポーツ推進計画」

・都道府県格付研究所（2012）「全国多目的運動広場」

　http://grading.jpn.org/y2315005.html（2015 年 10 月 22 日閲覧）

表 5　『グランド TOTTER』の活用モデル
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TOTTER

2015

2019
2020
2021

2019

2020

2021

2012 http://www.pref.osaka.lg.jp/sports/plan/

2012
http://grading.jpn.org/y2315005.html

2007 http://www.osaka-park.or.jp/

2015 http://opas.jp/
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独創性部門

TOTTER

2015

2019
2020
2021

2019

2020

2021

2012 http://www.pref.osaka.lg.jp/sports/plan/

2012
http://grading.jpn.org/y2315005.html

2007 http://www.osaka-park.or.jp/

2015 http://opas.jp/

1．緒言
　現在日本の独立リーグには、四国アイランドリーグ plus、BC リーグ、BASEBALL FIRSTLEAGUE など

があり、地域貢献形スポーツリーグとして活動している。最近では元阪神タイガースで、MLB ではレンジャー

ズやカブスでプレイした藤川球児選手（34）が四国アイランドリーグ plus に所属する高知ファイティングドッ

グスに入団し話題となった。NPB や MLB で活躍していた有名選手が、独立リーグに入団することはリーグ

の刺激になり、独立リーグの知名度も上がることが予想される。また実際に藤川球児選手の高知ファイティ

ングドッグス入団を受けて、四国アイランドリーグの存在を知った人も少なくないだろう。しかしながら、チー

ムの集客やマネジメントにはまだまだ課題が多く、リーグが役割として掲げる「１．地域の人たちに私たち

のチームとして応援していただき、地域の賑わいづくりに貢献します」については、十分達成されていると

は言えないのが実態である。野球の本場であるアメリカ合衆国においては、MLB やマイナーリーグの他にも

独立リーグが存在し、手軽なスポーツ観戦の場として様々なスポーツリーグとの共存を果たしている。そこで、

私たちは独立リーグの中でも四国アイランドリーグ plus に焦点をあて、観戦者を増やすための方策について

提案を行う。

2．現状
　図１は 2014 年の四国アイランドリーグ Plus の一試合あたりの観客動員数を示したグラフ（四国アイラン

ドリーグ資料 2015）である。図によると、一試合の平均観客動員数がリーグ平均で 563 人となっている。ま

た、一試合あたりの最大観客動員数は 2,448 人であるが、同年の NPB の試合でもっとも観客動員数が少なかっ

た、４月 18 日（金）の千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークスの試合でさえ 7,311 人となっており、

NPB に比べると独立リーグの観戦者数の少なさが一目瞭然である。

　現在四国アイランドリーグの観客は高齢者が多く見られ、若者から中年層への人気が乏しいと考えられる。

さらに、上記で述べたように一試合の平均観客動員数が少なく、球場内の盛り上がりに欠け若い世代のリピー

ター獲得の大きな妨げとなっていると考えられる。したがって、独立リーグの人気および知名度を上げるた

めには、野球以外の分野にも視野を広げ、さまざまな志向を持った人たちを集客し、多種目、多世代、多志

向な球場を提供する、「四国アイランドリーグ～球場のエンターテイメント化～」が求められる。

○ 川原林拓斗 久高　平次 松本紗永子 久保　璃子
 原田　真司 尾花　泰紀 水野　雄斗

大阪体育大学  冨山ゼミ 2

四国アイランドリーグ
〜球場のエンターテイメント化〜

優 秀 賞
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3．エンターテイメント化とは？
　エンターテイメントの一般的な意味合いとしては、楽しませてくれるものや、芝居、演芸、音楽、パーティー

などの催しもののことをさす。またその範囲はとても広く、さまざまな世代に向けて展開されるイベントな

ど、エンターテイメント業界の持つ集客力はとても驚異的だといえる。たとえば、エンターテイメントの創

造を主軸に活動している団体として、株式会社 LDH が代表として挙げられる。同社は、ダンスボーカルグ

ループの EXILE を筆頭にエンターテイメントを社会に発信している。そのコンテンツとして、アーティス

ト、タレント、ショッピング、スクール、アパレル、キッチンなど多種目、多世代、多志向のスタイルにより、

多くの人々の支持を得ている。この様なスタイルを独立リーグの試合運営に向けて導入することで、さまざ

まな年齢層のターゲットを球場に引き寄せることができると考えられる。

4．提言
4.1　新しい球場のスタイル

　現在の独立リーグの一般的な観戦スタイルはチケットを購入し、スタンドに入れば後は席についてただ観

戦するだけにとどまっている。もっとも、野球観戦を望む観客はそうあるべきであるが、NPB のような派手

な応援団や、決まったルーティーンが欠けているため、どうしてもスタンドが閑散として見えてしまう。

　一方で、アメリカの独立リーグであるアメリカン・アソシエーション・リーグのセントポール・セインツ

の事例では、球場のスタンドが公園の広場のような役割を果たしており、ジャグジーに入りながら観戦がで

きる「ジャグジー席」や散髪をしながら観戦が出来る「散髪席」などが存在しており、「楽しいことは良いこ

とだ（FunisGood）」のコンセプトの元で、球場に遊び心が加えられている形になっている。おそらく、アメ

リカの独立リーグの観客は野球を観戦するという楽しみのほかにも、球場全体を包み込む独特の雰囲気を味

わうという楽しみ方を知っている。つまり野球にかかわらず、楽しいと思うことは一度取り入れてみる。こ

ういったスタイル運営により、セインツの平均観客動員数は約 7,000 人とメジャーリーグの AAA の平均値

6,302 人をも大きく上回る人気を誇る。つまりこの球場の雰囲気を変えることが観客動員数を増加させる最初

の一歩になるだろう。そこで、私たちは新しい球場のスタイルとして、さまざまなコンテンツにより観客を

取り巻くことで球場への定着を狙い球場をエンターテイメント化することを四国アイランドリーグ plus およ

び日本の独立リーグチームへ対して提言する。

563563

2,4882,488

365365

1,3451,345

664664

2,4882,488

818818

2,6702,670

424424

1,4771,477

0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000

一試合平均観客動員数 一試合最大観客動員数

リーグ平均
愛媛マンダリンパイレーツ
高知ファイティングドッグス

徳島インディゴソックス
香川オリーブガイナーズ

図 1　2014 年度四国アイランドリーグ１試合観客動員数からのデータ
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4.2.1　コンテンツ 1「居酒屋」

　成人向けのアプローチとしてアルコールの提供は欠かせないものであるといえる。スポーツ観戦とアルコー

ルは相性がよく、高知ファイティングドッグスの球場運営においても、ビール飲み放題やビールセットの販

売などの取り組みを行っていた。しかし、観客に対しての有効なアプローチにはいたらなかった。

　そこで、球場のスタンド席に一定のエリアを複数設け、居酒屋営業を希望するゲストに自由に営業しても

らう新たなシステムを導入する。場所の提供と宣伝効果を加味して商品代を低価格で提供してもらうように

することで、成人をターゲットにした観客動員数増加につなげる。

4.2.2　コンテンツ 2「マンガ・アニメ」

　J2 のギラヴァンツ北九州では、8 月 23 日（日）ホームゲームでの「漫画フェスティバル」の開催を記念して、

連載開始から 30 周年を迎えた「シティーハンター」とのコラボチケットを発売することで新たな集客戦略を

組み込んだ。そこで、私たちはさまざまなジャンルが存在するマンガ・アニメの多様性に注目し、出版社や著者、

テレビ局などと提携することで新しい球場のスタイルを提案する。

　80 年代には「ドラゴンボール」や「北斗の拳」、90 年代には「SLAMDUNK」や「新世紀エヴァンゲリオン」、

2000 年代では「ONEPIECE」や「進撃の巨人」などといった各世代で大流行したマンガ・アニメが存在する。

そこで、球場内にマンガのキャラクターやアニメ声優によるアナウンスなどを取り入れることで、球場内の

雰囲気が今までになく新しいものにもなるが、懐かしい雰囲気も味わえる場所として提供することができる。

よって、多世代に人気を誇る「マンガ・アニメ」の世界観を球場に導入することは集客効果が期待できると

考える。

4.2.3　コンテンツ 3「お笑い」

　日本のエンターテイメントの代表として「お笑い」というジャンルが存在する。お笑いは今や日本のテレ

ビ界には欠かせない存在となっており、特に場の雰囲気を盛り上げるといった分野に関しては、抜群の安定

度を誇る。さらに 2012 年 2 月に「よしもとクリエイティブ・エージェンシー四国事務所」が愛媛県松山市に

開設され、四国でのお笑いの関心度は今後高まってくると考えられる。

　そこで、四国アイランドリーグ plus と「よしもとクリエイティブ・エージェンシー四国」が提携し、球

場内での活動を行うことで、よしもと側には球場で活動することによる宣伝効果に期待ができる。例えば、

NPB では始球式を芸能人やタレントのパフォーマンスを利用することで球場の雰囲気を盛り上げることに成

功しており、また芸能人やタレントのファンも球場に足を運ぶきっかけにもなっている。さらに、四国アイ

ランドリーグ側にも球場の雰囲気を盛り上げてもらい、楽しい場という感覚を来場者に浸透させ、リピーター

の増加につなげられる Win-Win の環境が成り立つ。

5．実現に向けて
　エンターテイメント化を実現する上で大切なことは、いかにスポーツに興味のない人たちを球場に足を運

ばせるかである。アニメやマンガ、お笑い、居酒屋など、さまざまなコンテンツを武器にエンターテイメン

トとして仕上げ、球場にいることが楽しいと思ってもらえるようになることがこの提言の最終目標である。

いわゆるテーマパークに足を踏み入れた感覚を肌で感じ取ってもらいたい。チケット（入場料）1,000 円を払っ
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て入場し、そのテーマパークには娯楽、食事、試合観戦、イベントそのすべてをこの空間で楽しむことができる。

また一試合の集客で多種目、多世代、多志向のターゲットを集めることが可能になるため、世代間交流のきっ

かけにもなりうるだろう。地域密着型の独立リーグとしては、多世代にわたって、観客動員がなされること

は望ましいことだ。

　しかし、エンターテイメント化を進める事により、既存の野球ファン離れは避けなければならない。行き

過ぎたイベントにより、野球の本来の性質を失うことや、進行を妨げるような内容になってはいけない。ま

た、球場全体の雰囲気を盛り上げることが、観客同士のトラブルにつながる可能性も否定はできないだろう。

そういったマイナス要素を可能な限り排除していく丁寧な運営が今後さらに求められる。球場内のスタッフ

はもちろん増員しなければならないが、独立リーグのスタッフは少人数であることが多いため、近隣の大学

生などをボランティアで募るといった動きもひとつの有効な手段だ。

＜資料・参考文献＞
・LDH

　http://www.ldh.co.jp/

・お笑いナタリー - 毎日読めるお笑いニュースサイト

　http://natalie.mu/owarai

・ギラヴァンツ北九州公式サイト

　http://www.giravanz.jp/

・スポーツナビ＋

　http://www.plus-blog.sportsnavi.com/

・なんじぇいスタジアム＠なん J まとめ

　http://blog.livedoor.jp/nanjstu/

・2015 年四国アイランドリーグ plus 開幕会見資料

　www.iblj.co.jp/direct/topics/topics_pdf

・プロ野球 Freak

　http://baseball-freak.com/
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最優秀賞

1．緒言
　スポーツは全ての人の権利である。スポーツ基本法では「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、

全ての人々の権利」（平成 23 年法律第 78 号スポーツ基本法前文）とある。一方で運動・スポーツをしたくて

もできない環境に置かれている人々がいる。それは福島第一原発事故の被災地である福島の子どもたちであ

る。福島の子どもたちは放射線の影響で屋外活動制限がなされ、スポーツをする環境や機会が奪われた。な

かでも震災直後の 2010 年度１～６歳の子どもは 2016 年度には小学１～６年生になる。この年代の子どもへ

の影響が最も大きかったと考えた。そこで私たちは福島の小学生の日常的なスポーツ参加促進策を提案する。

2．現状と課題
2.1　福島の被害

　2011 年 10 月１日現在、県内の学

校 850 校のうち全面的に屋外活動を

禁止している学校は５校であるが、

授業１時間・課外活動 2 時間と制限

する「３時間ルール」等屋外活動を

一部制限している学校は全体の 43％

にあたる 363 校にのぼっている。

2.2　福島の子どもの体力問題

　福島県の 2010 年度における小学

生の体力テストの結果と震災後の

2012・2013 年度の結果を比較した（表

１）。2010 年度小学 1 年生は 2012 年度小学３年生であり、2012 年度の平均値は男子 42.29、女子 43.64 である。

これを 2010 年度小学３年の数値と比較すると男子は 0.58、女子は 0.44 下がっている。同じ比較方法で見て

いくと、ほとんどの学年の男女の数値が下がっていることが明確になった。

福島市

郡山市

※屋外活動制限は校庭の放射線量が毎時 3.8 マイクロシーベルト以上と設定
（文部科学省）

図 1　福島県内における放射線量　2011 年 9 月 23 日

実現性部門

○ 熊坂　春子 糸瀬　裕子 加藤　　森 西　　智史

立教大学  松尾ゼミ

被災地における子どもの運動促進プロジェクト
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2.3　「2016 年福島県小学生体力問題」

　震災直後の 2010 年度１～６歳の子どもは 2016 年度には小学 1 ～ 6 年生になる。この年代の子どもは、成

長過程において体を動かすことが大切な時期に、原発事故の影響により屋外活動が制限され、十分な身体活

動が行えなかった。そしてその子どもたちが 2016 年度、全員が小学生になる。これを「2016 年福島県小学

生体力問題」と呼ぶことにする。

2.4　福島現地聞き取り調査

3．作業仮説
　なぜ福島の小学生の体力は低下したのか。スポーツへの社会化過程の 3 要素という枠組みから、震災後は「重

要なる他者」と「社会化の状況」が欠けていたために「役割学習」がなされなかったと考えた（図２）。ここで「重

要なる他者」とは主に保護者、「社会化の状況」は小学生の運動・スポーツ機会や環境、「役割学習」は運動・

スポーツの習慣化を表す。震災後は運動・スポーツを行える場所が屋内に限られた。屋内施設に通える子ど

もは、保護者が引率できる時間と経済状況がそろった限られた子どもたちでのみである。

　屋外活動が制限されていたことで子どもの運動・スポーツの習慣が確立されず、環境が整ったとしても習

慣がないことから体力が低下してしまったのではないか。そこで、全ての子どもがスポーツへ取り組む契機

と継続性をもった取り組みが必要だと考えた。

 「 年福島県小学生体力問題」

震災直後の 年度 ～ 歳の子どもは 年度には小学 ～ 年生になる。この年代

の子どもは、成長過程において体を動かすことが大切な時期に、原発事故の影響により屋

外活動が制限され、十分な身体活動が行えなかった。そしてその子どもたちが 年度、

全員が小学生になる。これを「 年福島県小学生体力問題」と呼ぶことにする。

 
 福島現地聞き取り調査 

 

 

．作業仮説 
なぜ福島の小学生の体力は低下したのか。スポーツへの社会化過程の 要素という枠組

みから、震災後は「重要なる他者」と「社会化の状況」が欠けていたために「役割学習」

がなされなかったと考えた（図 ）。ここで「重要なる他者」とは主に保護者、「社会化の

状況」は小学生の運動・スポーツ機会や環境、「役割学習」は運動・スポーツの習慣化を表

す。震災後は運動・スポーツを行える場所が屋内に限られた。屋内施設に通える子どもは、

保護者が引率できる時間と経済状況がそろった限られた子どもたちでのみである。  
屋外活動が制限されていたことで子どもの運動・スポーツの習慣が確立されず、環境が

整ったとしても習慣がないことから体力が低下してしまったのではないか。そこで、全て

の子どもがスポーツへ取り組む契機と継続性をもった取り組みが必要だと考えた。

 

平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値
小1 31.06 29.90 30.65 31.12 30.45 30.54
小2 37.93 37.28 38.86 38.60 37.83 37.98
小3 42.87 42.29↓ 42.05 44.08 43.64↓ 42.66
小4 48.80 47.12↓ 49.82 49.00↓ 
小5 54.87 53.21↓ 56.11 55.11↓
小6 61.05 60.26↓

47.72↓
52.45↓
58.52↓ 61.80 61.63↓

49.07↓ 
54.11↓
60.48↓

学年 2010年度 2012年度 2013年度 2010年度 2012年度 2013年度

男子 女子
表 1　2010・2012・2013 年度福島県小学生新体力テスト平均値比較表（福島県教育委員会 )

※�新体力テストは、握力・上体起こし・長座体前屈・反復横跳び・20mシャトル欄・50m走・立ち幅跳び・ソフトボー
ル投げの 8種目の成績を 1点から 10 点の 10 段階で評価するものである。
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4．具体的な支援策
支援策名：「スポーツステップアッププロジェクト」

　➡「親子スポーツアワー」と「放課後子ども教室スポーツステップアップアワー」の実施

4.1　親子スポーツアワー

　小学生とその保護者を対象に１年間に４回実施（福島県体育協会及び福島県レクリエーション協会実施の

プログラムを含む）し、小学生及び保護者は体力測定を行い、ニュースポーツを体験する。体力測定の結果

を親子でフィードバックし、宿題（運動チェックシート）を配布、次回のスポーツアワーまでに自宅等で、

親子で運動を行うことを促す。第３回目には福島県体育協会及び福島県レクリエーション協会のプログラム

に参加する。最後に親子運動会及び体力測定を行い、体力向上を実感するとともに、震災前の福島県におけ

る体力平均値を上回ることを目指す。

4.2　放課後子ども教室スポーツステップアップアワー

　小学生を対象に１年間を通して、運動習慣化を促すために、週１回放課後子ども教室を活用し、学生ボラ

ンティア（スポーツステップアップサポーターズ）が中心となって指導補助を行い、様々なニュースポーツ

を体験してもらう。指導者は各ニュースポーツ団体から指導者を派遣してもらう。実施期間は５月～翌年３月。

１か月ごとに種目を変え、年間を通して 11 種目を体験する。

図 2　スポーツへの社会化過程の 3 要素

図 3　スポーツステップアッププロジェクトの流れ
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4.3　運営体制

　この支援策は、大学生と高校生からなる学生ボランティアである「スポーツステップアップサポーターズ」

が主体となって行い、社会福祉協議会からボランティアとして人材を、学校からは支援策を行うための施設

と機会を援助してもらう。また、福島県体育協会、福島県レクリエーション協会、各ニュースポーツ団体等

の協力の下、運営していく。

5．期待される効果
・  震災によって運動・スポーツ環境被害を受けた現在の小学生が、自分に合ったスポーツを発見し実践する

ことによって運動・スポーツの習慣化を促し、震災前の福島県における体力テストの平均値を上回ること

で「2016 年福島県小学生体力問題」を解決する。

・  各「親子スポーツアワー」の間に設けられた宿題（運動チェックシート）を活用することで、家庭でも運

動を行う動機づけとなり、実践すべき運動量の目安となる。

・  親子間でのコミュニケーションが深まり、子どもだけでなく保護者も運動を行い、体力の向上が見込まれる。

・  これまでは各団体・協会等がバラバラに運動に関するプログラムを行ってきたが、この支援策では複数の

組織が連携して行うものであり統一感のある取り組みとなる。

＜資料・参考文献＞
・G.S. ケニヨン、B.D. マックファーソン（1988）「身体活動やスポーツにかかわりあうようになること -

社会化の過程」G.S. ケニヨン、ジョン・W・Jr. ロイ、B.D. マックファーソン編著；粂野豊編訳『スポー

ツと文化・社会』ベースボール・マガジン社 pp.331-361.

・朝日新聞（2011/04/20 夕刊）

・福島県教育庁健康教育課「児童生徒体力向上推進事業」

　http://www.kenkou.fks.ed.jp/tairyoku/22tairyokukoujyou/tairyoku%20index.html

　（最終アクセス 2015/10/22）

図 4　運営体制
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1．緒言
1.1　研究のきっかけ

　2015 年６月１日に道路交通法が改正された。これらの規制強化の背景として、自転車の事故率の高さが挙

げられる。警察庁の交通事故発生状況のグラフを見ると、交通事故発生件数全体は減少しているのに対し、

自転車関連事故発生件数は横ばいで、交通事故に占めるその割合は高くなっている（図１）。

1.2　自転車利用のメリット

　道路交通法改正により注目された事故率が高い反面、自転車は多くのメリットがあるというプラスの面で

も再注目されている。表 1 に挙げたように、自転車は多方面に対して、メリットがあることもその特徴である。

危険であるというマイナス面を克服し、多くのメリットを持った自転車利用の拡大をすべきである。生涯に

わたって自転車を利用する社会が実現すれば、医療費削減や渋滞緩和、健康増進、利便性の向上などのメリッ

トが国民にもたらされる。

1.3　自転車の可能性

　自転車は５km 未満の短距離移動において、鉄道や自動車をはじめとした、どの交通手段を用いるよりも

所要時間が最も短い効率的な移動手段である（図２）。都市部における５km 未満の自動車移動は、全体の

４割を占め、この部分が自転車へ転換されることが期待されている（図３）。また、高齢化の進展により自

実現性部門

○ 安田あとり 内田　周作 大津　杏奈
 佐藤　美紗 地挽　圭祐

神奈川大学  大竹ゼミチーム J

生涯自転車
〜誰もが生涯にわたって自転車を利用する社会へ〜

優 秀 賞

出典：「交通事故の発生状況」警視庁 出典：国土交通省

図 1　全交通事故に占める自転車関連事故の割合

表 1　自転車利用が適している走行距離
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動車の運転に不安を感じる高齢者の代替移動手段として、自転車の役割はより一層大きくなることが予想さ

れる。国及び自治体は自転車の利用を積極的に推進していくべきである。

2．研究の目的
2.1　現状

　現在の日本には自転車が安全に走行、快適に駐輪できる環境が整っていない。道路構造令の 10 条により、

自動車や自転車の交通量が多い道路等では、自転車が走れる空間の確保が定められている。しかし全国の

120 万 km の道路のうち、歩行者と自動車から自転車がしっかりと分離されている道路は、2010 年の時点で

3 千 km しかなく、全道路の 400 分の１と非常に低い割合だ。その整備は進んでおらず、自転車の正確な居

場所の確保がなされていないことがわかる。この道路状況において、今後自転車利用の拡大が進めば、ます

ます安全性や快適な走行空間の確保は困難となる。

2.2　目的

　本提言を「生涯自転車」と名付け、「国民が世代・利用シーンに応じて自転車を一生涯利用する社会」の実

現を目的として提言していく。その研究として、訪問インタビューを行い、自転車の生活利用・余暇利用の

両面から、「生涯自転車を実現するにあたっての課題と、不足部分を明確にすること」を研究の目的とした。

本研究は行政に対する提言であり、加えて、鉄道会社、自転車メーカー等、交通に関する機関も対象とする。

３．研究方法と研究結果
　本研究は、自転車の利用シーンを、通勤通学や買い物などの「生活利用」と、サイクリングやレジャーな

どの「余暇利用」の２つに分けて行った。「生活利用」では藤沢市、「余暇利用」では日本サイクリング協会（以

下 JCA）に訪問インタビューを行い、それぞれの現状と課題を次のように明らかにした。

出典：国土交通省 出典：国土交通省
図 2　自転車利用が適している走行距離 図 3　乗用車移動距離帯別

トリップ数割合
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４．研究結果からのキーワードと提言
　研究結果から以下の３つのキーワードに沿って提言をしていく。
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５．提言
5.1　サイクルサービスステーション（CSS）～駐輪場の管理から経営へ～

ア：駐輪場空間の確保・拡大

　自治体が土地（場所）を確保することが困難なため、現状の駐輪場は駅から離れた場所で運営される

ことも少なくない。一方、鉄道会社は駅ナカ・駅上の空間を商業施設など営利目的での利用が中心的で

ある。そこで利便性の確保といった公共貢献の観点から鉄道会社は駐輪場の空間を駅構内及び隣接地に

提供していくことが求められる。その確保のために国及び自治体は鉄道会社に対して積極的に働きかけ

を行う。

イ：駐輪場の民間経営

　駅構内等に確保した駐輪場を「サイクルサービスステーション」と名付け、自転車メーカー（あさひ

自転車等）が指定管理者として運営することで、駐輪機能に加え自転車修理や販売、情報発信などのサー

ビス提供も行う。

5.2　自転車走行空間～ネーミングライツ活用と整備～

　市道にネーミングライツを導入し、その資金で路面のカラー化や路側帯など自転車走行空間の整備を行う

（10 年以上の長期契約が望ましい）。道路が企業名になるだけでなく道路上での看板設置などで企業へのメ

リットを拡大していく。

5.3　サイクルポイント制～利用促進と安全教育～

　駐輪場利用や安全教室の参加、買い物、自転車の走行距離などで獲得できる「サイクルポイント」を導入する。

IC カードにて指定管理者である自転車メーカーが管理し、買い物や自転車修理・購入などに充当できる。

６．まとめ
　CSS を中心とした民間事業者による良質なサービス提供、ネーミングライツによる快適な走行空間の整備、

サイクルポイント導入といった事業モデルが全国に展開されることで、「生涯自転車」社会は現実的なものへ

と近づくであろう。生活での利用が拡大し、特に５km 未満の利用は一層拡大していく。車社会と言われる

地方にも本モデルが導入されることを期待したい。

＜資料・参考文献＞
・「都市交通としての自転車の利用について」国土交通省　2012 年：Web

・「自転車利用促進のためのソフト政策」古倉宗治　2006 年：書籍

・「自転車を取り巻く環境資料１・２」警察庁　2011 年：Web
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1．緒言
　世界ゆるスポーツ協会によると、「『ゆるスポーツ』とは、スポーツへの関わりを諦めてしまった人々を救う、

次世代のスポーツである」という。いうなれば、それは、スポーツ弱者を世界からなくし、誰もが楽しめるスポー

ツの開発・普及を目的としたニュースポーツであると言えよう。幅広い世代でのスポーツ離れが叫ばれる今日、

この「ゆるスポーツ」がそれらの課題解決の糸口になるのではないかと私たちは考えた。

　スポーツ離れを引き起こす原因には、個人の志向性の変化に既知のスポーツの特性がついていかないこと

が挙げられる。図１に示すようにスポーツには多様な特性がある。また、図２に示すようにライフステージ

が変化する過程で個人のスポーツへの志向性も変化する。その志向性が変化した時に、個人がスポーツの特

性を十分に知らないと、スポーツとの関わり方を上手く移行できなくなり、これが原因で運動離れが起こっ

ていることが推測される。よって、人々がスポーツの本質（特性）を体感できる機会の普及がこの防止に繫

がるのではないかと考えた。

2．アダプテッド・スポーツとしての「ゆるスポーツ」
　アダプテッド・スポーツ（AS）とは「障害者や高齢者、子どもあるいは女性等が参加できるように修正された、

あるいは新たに創られた運動やスポーツ、レクリエーション全般を指す」（最新スポーツ科学辞典，2006）言

葉である。上記の含意から近年、AS は障害者もできるスポーツとして一般的に認識されている。しかし、今

回の提言にあたっては、AS を障害者スポーツという意味合いのみでなく、個人と多様なスポーツの特性の「間」

を繋ぐ、さらには世代間や性別間、職業間等、人々を取り巻く環境にある様々な「間」を繋ぐための AS で

あると再定義する。

実現性部門

○ 坂本　直也 川口　　新 豊田　真実 池田　瑞姫

徳島大学  ウェルネスコース

ゆるスポーツで世界を変える

優 秀 賞

競技性

娯楽性

健康性

創造性

スポーツの
本質

教育性

連帯性

文化性

国際性

競技性

子ども 高齢者

健康性

大学生

図 1　スポーツの特性（福岡 ,1988 修正） 図 2　ライフステージにおける志向性の変化


